
 
 
（第１１８号議案） 

 

中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 
１ 改正内容 

（１） 出産被保険者の保険料について、当該年度分の所得割保険料及び均等割保険料の

１２分の１の額に、当該出産被保険者の出産の予定の日（または出産の日。）の

属する月の前月（多胎妊娠の場合には３か月前）から出産予定月（または出産し

た月）の翌々月までの期間のうち、当該年度に属する月数を乗じて得た額を減額

することを定める。 

 

（２） 出産被保険者の保険料減額に必要な届出について定める。 

 

（３） 地方税法の一部改正に伴い、引用条項について規定を整備する。 

 

２ 改正理由 

出産被保険者の保険料の減額について規定するとともに、地方税法の改正に伴い規

定を整備する必要がある。 

 

３ 施行時期 

令和６年１月１日から施行する。 

 

４ その他資料 

別紙「中野区国民健康保険条例新旧対照表」 

参考資料「産前産後期間の国民健康保険料の免除の概要」 

令和５年（２０２３年）１２月１日 
区 民 委 員 会 資 料 
区 民 部 保 険 医 療 課 
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中野区国民健康保険条例新旧対照表 

改正案 現行 

目次 目次 

第１章～第５章 （略） 第１章～第５章 （略） 

第６章 保険料（第１４条―第２４条の５） 第６章 保険料（第１４条―第２４条の４） 

第７章・第８章 （略） 第７章・第８章 （略） 

附則 附則 

第１章～第５章 （略） 第１章～第５章 （略） 

第６章 保険料 第６章 保険料 

第１４条・第１４条の２ （略） 第１４条・第１４条の２ （略） 

（一般被保険者に係る基礎賦課総額） （一般被保険者に係る基礎賦課総額） 

第１４条の３ 保険料の賦課額のうち一般被保険

者（法附則第７条第１項に規定する退職被保険者

等（以下「退職被保険者等」という。）以外の被

保険者をいう。以下同じ。）に係る基礎賦課額（第

１９条の２、第１９条の４及び第１９条の５の規

定により基礎賦課額を減額するものとした場合

にあつては、その減額することとなる額を含む。）

の総額（以下「基礎賦課総額」という。）は、第

１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額

の見込額を控除した額を基準として算定した額

とする。 

第１４条の３ 保険料の賦課額のうち一般被保険

者（法附則第７条第１項に規定する退職被保険者

等（以下「退職被保険者等」という。）以外の被

保険者をいう。以下同じ。）に係る基礎賦課額（第

１９条の２及び第１９条の４の規定により基礎

賦課額を減額するものとした場合にあつては、そ

の減額することとなる額を含む。）の総額（以下

「基礎賦課総額」という。）は、第１号に掲げる

額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控

除した額を基準として算定した額とする。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 当該年度における次に掲げる額の合算額 ⑵ 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア～ウ （略） ア～ウ （略） 

エ その他区の国民健康保険に関する特別会

計において負担する国民健康保険事業に要

する費用（国民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用のうち都の国民健康保険に関

する特別会計において負担する後期高齢者

支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金

の納付に要する費用に充てる部分並びに国

民健康保険の事務の執行に要する費用を除

く。）のための収入（法附則第９条第１項の

規定により読み替えられた法第７２条の３

第１項、第７２条の３の２第１項及び第７２

条の３の３第１項の規定による繰入金並び

エ その他区の国民健康保険に関する特別会

計において負担する国民健康保険事業に要

する費用（国民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用のうち都の国民健康保険に関

する特別会計において負担する後期高齢者

支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金

の納付に要する費用に充てる部分並びに国

民健康保険の事務の執行に要する費用を除

く。）のための収入（法附則第９条第１項の

規定により読み替えられた法第７２条の３

第１項及び第７２条の３の２第１項の規定

による繰入金及び国民健康保険保険給付費

別紙 
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に国民健康保険保険給付費等交付金（退職被

保険者等の療養の給付等に要する費用に係

るものに限る。）を除く。）の額 

等交付金（退職被保険者等の療養の給付等に

要する費用に係るものに限る。）を除く。）

の額 

第１４条の４ （略） 第１４条の４ （略） 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の

算定） 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の

算定） 

第１５条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る

賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税

法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額

及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計

算される所得の金額（同法附則第３３条の２第５

項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金

額（同法附則第３５条の２の６第８項又は第１１

項の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第３３条の３第５項に規定する土

地等に係る事業所得等の金額、同法附則第３４条

第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別

措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４

第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４

条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第

１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項

又は第３６条の規定の適用がある場合には、これ

らの規定の適用により同法第３１条第１項に規

定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を

控除した金額）、地方税法附則第３５条第５項に

規定する短期譲渡所得の金額（租税特別措置法第

３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１

項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、

第３５条第１項又は第３６条の規定の適用があ

る場合には、これらの規定の適用により同法第３

２条第１項に規定する短期譲渡所得の金額から

控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第

３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る

譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の３第１５

項の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第３５条の２の２第５項に規定す

る上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則

第３５条の２の６第１１項又は第３５条の３第

１３項若しくは第１５項の規定の適用がある場

第１５条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る

賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税

法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額

及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計

算される所得の金額（同法附則第３３条の２第５

項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金

額（同法附則第３５条の２の６第１１項又は第１

５項の規定の適用がある場合には、その適用後の

金額）、同法附則第３３条の３第５項に規定する

土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第３４

条第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特

別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の

４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３

４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条

第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１

項又は第３６条の規定の適用がある場合には、こ

れらの規定の適用により同法第３１条第１項に

規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額

を控除した金額）、地方税法附則第３５条第５項

に規定する短期譲渡所得の金額（租税特別措置法

第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第

１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、

第３５条第１項又は第３６条の規定の適用があ

る場合には、これらの規定の適用により同法第３

２条第１項に規定する短期譲渡所得の金額から

控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第

３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る

譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の３第１５

項の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第３５条の２の２第５項に規定す

る上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則

第３５条の２の６第１５項又は第３５条の３第

１３項若しくは第１５項の規定の適用がある場
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合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条

の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等

の金額（同法附則第３５条の４の２第７項の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額）、外

国居住者等の所得に対する相互主義による所得

税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第

１４４号。以下「外国居住者等所得相互免除法」

という。）第８条第２項（同法第１２条第５項及

び第１６条第２項において準用する場合を含む。

第１９条の２第１号において同じ。）に規定する

特例適用利子等の額、同法第８条第４項（同法第

１２条第６項及び第１６条第３項において準用

する場合を含む。同号において同じ。）に規定す

る特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う

所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条

約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１

０項に規定する条約適用利子等の額及び同条第

１２項に規定する条約適用配当等の額をいう。以

下この条において同じ。）の合計額から地方税法

第３１４条の２第２項の規定による控除をした

後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所

得と区分して計算される所得の金額の合計額（以

下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に第

１５条の４第１号の所得割の保険料率を乗じて

算定する。 

合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条

の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等

の金額（同法附則第３５条の４の２第７項の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額）、外

国居住者等の所得に対する相互主義による所得

税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第

１４４号。以下「外国居住者等所得相互免除法」

という。）第８条第２項（同法第１２条第５項及

び第１６条第２項において準用する場合を含む。

第１９条の２第１号において同じ。）に規定する

特例適用利子等の額、同法第８条第４項（同法第

１２条第６項及び第１６条第３項において準用

する場合を含む。同号において同じ。）に規定す

る特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う

所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条

約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１

０項に規定する条約適用利子等の額及び同条第

１２項に規定する条約適用配当等の額をいう。以

下この条において同じ。）の合計額から地方税法

第３１４条の２第２項の規定による控除をした

後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所

得と区分して計算される所得の金額の合計額（以

下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に第

１５条の４第１号の所得割の保険料率を乗じて

算定する。 

２ （略） ２ （略） 

第１５条の２～第１５条の７ （略） 第１５条の２～第１５条の７ （略） 

（基礎賦課限度額） （基礎賦課限度額） 

第１５条の８ 第１４条の４又は第１５条の５の

基礎賦課額（一般被保険者と退職被保険者等が同

一の世帯に属する場合には、第１４条の４の基礎

賦課額及び第１５条の５の基礎賦課額の合算額

をいう。第１９条、第１９条の２、第１９条の４

及び第１９条の５において同じ。）は、６５０，

０００円を超えることができない。 

第１５条の８ 第１４条の４又は第１５条の５の

基礎賦課額（一般被保険者と退職被保険者等が同

一の世帯に属する場合には、第１４条の４の基礎

賦課額及び第１５条の５の基礎賦課額の合算額

をいう。第１９条、第１９条の２及び第１９条の

４において同じ。）は、６５０，０００円を超え

ることができない。 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課

総額） 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課

総額） 
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第１５条の９ 保険料の賦課額のうち一般被保険

者に係る後期高齢者支援金等賦課額（第１９条の

２、第１９条の４及び第１９条の５の規定により

後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとし

た場合にあつては、その減額することとなる額を

含む。）の総額（以下「後期高齢者支援金等賦課

総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額

から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を

基準として算定した額とする。 

第１５条の９ 保険料の賦課額のうち一般被保険

者に係る後期高齢者支援金等賦課額（第１９条の

２及び第１９条の４の規定により後期高齢者支

援金等賦課額を減額するものとした場合にあつ

ては、その減額することとなる額を含む。）の総

額（以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。）

は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げ

る額の見込額を控除した額を基準として算定し

た額とする。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 当該年度における次に掲げる額の合算額 ⑵ 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア （略） ア （略） 

イ その他区の国民健康保険に関する特別会

計において負担する国民健康保険事業に要

する費用（国民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用に限る。）のための収入（法附

則第９条第１項の規定により読み替えられ

た法第７２条の３第１項、第７２条の３の２

第１項及び第７２条の３の３第１項の規定

による繰入金を除く。）の額 

イ その他区の国民健康保険に関する特別会

計において負担する国民健康保険事業に要

する費用（国民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用に限る。）のための収入（法附

則第９条第１項の規定により読み替えられ

た法第７２条の３第１項及び第７２条の３

の２第１項の規定による繰入金を除く。）の

額 

第１５条の１０～第１５条の１５ （略） 第１５条の１０～第１５条の１５ （略） 

（後期高齢者支援金等賦課限度額） （後期高齢者支援金等賦課限度額） 

第１５条の１６ 第１５条の１０又は第１５条の

１３の後期高齢者支援金等賦課額（一般被保険者

と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合に

は、第１５条の１０の後期高齢者支援金等賦課額

及び第１５条の１３の後期高齢者支援金等賦課

額の合算額をいう。第１９条、第１９条の２、第

１９条の４及び第１９条の５において同じ。）は、

２２０，０００円を超えることができない。 

第１５条の１６ 第１５条の１０又は第１５条の

１３の後期高齢者支援金等賦課額（一般被保険者

と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合に

は、第１５条の１０の後期高齢者支援金等賦課額

及び第１５条の１３の後期高齢者支援金等賦課

額の合算額をいう。第１９条、第１９条の２及び

第１９条の４において同じ。）は、２２０，００

０円を超えることができない。 

（介護納付金賦課総額） （介護納付金賦課総額） 

第１６条 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課

額（第１９条の２及び第１９条の５の規定により

介護納付金賦課額を減額するものとした場合に

あつては、その減額することとなる額を含む。）

の総額（以下「介護納付金賦課総額」という。）

は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げ

る額の見込額を控除した額を基準として算定し

第１６条 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課

額（第１９条の２の規定により介護納付金賦課額

を減額するものとした場合にあつては、その減額

することとなる額を含む。）の総額（以下「介護

納付金賦課総額」という。）は、第１号に掲げる

額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控

除した額を基準として算定した額とする。 
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た額とする。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 当該年度における次に掲げる額の合算額 ⑵ 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア （略） ア （略） 

イ その他区の国民健康保険に関する特別会

計において負担する国民健康保険事業に要

する費用（国民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用に限る。）のための収入（法附

則第９条第１項の規定により読み替えられ

た法第７２条の３第１項及び第７２条の３

の３第１項の規定による繰入金を除く。）の

額 

イ その他区の国民健康保険に関する特別会

計において負担する国民健康保険事業に要

する費用（国民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用に限る。）のための収入（法附

則第９条第１項の規定により読み替えられ

た法第７２条の３第１項の規定による繰入

金を除く。）の額 

第１６条の２～第１８条の２ （略） 第１６条の２～第１８条の２ （略） 

（賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は

被保険者数の異動等があつた場合） 

（賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は

被保険者数の異動等があつた場合） 

第１９条 保険料の賦課期日後に、納付義務が発生

し、又は１世帯に属する被保険者数が増加し、若

しくは減少し、若しくは１世帯に属する被保険者

が介護納付金賦課被保険者若しくは法施行令第

２９条の７の２第２項に規定する特例対象被保

険者等（以下「特例対象被保険者等」という。）

となり、若しくは１世帯に属する被保険者が介護

納付金賦課被保険者でなくなつた場合における

当該納付義務者に係る第１４条の４若しくは第

１５条の５の基礎賦課額、第１５条の１０若しく

は第１５条の１３の後期高齢者支援金等賦課額

若しくは第１６条の２の介護納付金賦課額又は

次条各号、第１９条の４各号若しくは第１９条の

５第１項各号に定める額の算定は、それぞれ、そ

の納付義務が発生した日又は１世帯に属する被

保険者数が増加し、若しくは減少した日（法第６

条第１号から第８号までの規定のいずれかに該

当したことにより被保険者数が減少した場合に

おいてはその減少した日が月の初日であるとき

に限り、その前日とする。）若しくは１世帯に属

する被保険者が介護納付金賦課被保険者若しく

は特例対象被保険者等となつた日若しくは１世

帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者

第１９条 保険料の賦課期日後に、納付義務が発生

し、又は１世帯に属する被保険者数が増加し、若

しくは減少し、若しくは１世帯に属する被保険者

が介護納付金賦課被保険者若しくは法施行令第

２９条の７の２第２項に規定する特例対象被保

険者等（以下「特例対象被保険者等」という。）

となり、若しくは１世帯に属する被保険者が介護

納付金賦課被保険者でなくなつた場合における

当該納付義務者に係る第１４条の４若しくは第

１５条の５の基礎賦課額、第１５条の１０若しく

は第１５条の１３の後期高齢者支援金等賦課額、

第１６条の２の介護納付金賦課額又は次条各号

に定める額若しくは第１９条の４各号に定める

額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生した

日又は１世帯に属する被保険者数が増加し、若し

くは減少した日（法第６条第１号から第８号まで

の規定のいずれかに該当したことにより被保険

者数が減少した場合においてはその減少した日

が月の初日であるときに限り、その前日とする。）

若しくは１世帯に属する被保険者が介護納付金

賦課被保険者若しくは特例対象被保険者等とな

つた日若しくは１世帯に属する被保険者が介護

納付金賦課被保険者でなくなつた日の属する月
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でなくなつた日の属する月から、月割をもつて行

う。 

から、月割をもつて行う。 

２ 保険料の賦課期日後に、納付義務が消滅した場

合における当該納付義務者に係る第１４条の４

若しくは第１５条の５の基礎賦課額、第１５条の

１０若しくは第１５条の１３の後期高齢者支援

金等賦課額若しくは第１６条の２の介護納付金

賦課額又は次条各号、第１９条の４各号若しくは

第１９条の５第１項各号に定める額の算定は、そ

の納付義務が消滅した日（法第６条第１号から第

８号までの規定のいずれかに該当したことによ

り納付義務が消滅した場合においては、その消滅

した日が月の初日であるときに限り、その前日と

する。）の属する月の前月まで、月割をもつて行

う。 

２ 保険料の賦課期日後に、納付義務が消滅した場

合における当該納付義務者に係る第１４条の４

若しくは第１５条の５の基礎賦課額、第１５条の

１０若しくは第１５条の１３の後期高齢者支援

金等賦課額、第１６条の２の介護納付金賦課額又

は次条各号に定める額若しくは第１９条の４各

号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した

日（法第６条第１号から第８号までの規定のいず

れかに該当したことにより納付義務が消滅した

場合においては、その消滅した日が月の初日であ

るときに限り、その前日とする。）の属する月の

前月まで、月割をもつて行う。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

（低所得者の保険料の減額） （低所得者の保険料の減額） 

第１９条の２ 次の各号に該当する納付義務者に

対して課する保険料の額は、第１４条の４又は第

１５条の５の基礎賦課額から、それぞれ当該各号

のアに定める額を減額して得た額（当該減額して

得た額が６５０，０００円を超える場合には６５

０，０００円）及び第１５条の１０又は第１５条

の１３の後期高齢者支援金等賦課額から、それぞ

れ当該各号のイに定める額を減額して得た額（当

該減額して得た額が２２０，０００円を超える場

合には２２０，０００円）並びに第１６条の２の

介護納付金賦課額から、それぞれ当該各号のウに

定める額を減額して得た額（当該減額して得た額

が１７０，０００円を超える場合には１７０，０

００円）の合算額とする。 

第１９条の２ 次の各号に該当する納付義務者に

対して課する保険料の額は、第１４条の４又は第

１５条の５の基礎賦課額から、それぞれ当該各号

のアに定める額を減額して得た額（当該減額して

得た額が６５０，０００円を超える場合には６５

０，０００円）及び第１５条の１０又は第１５条

の１３の後期高齢者支援金等賦課額から、それぞ

れ当該各号のイに定める額を減額して得た額（当

該減額して得た額が２２０，０００円を超える場

合には２２０，０００円）並びに第１６条の２の

介護納付金賦課額から、それぞれ当該各号のウに

定める額を減額して得た額（当該減額して得た額

が１７０，０００円を超える場合には１７０，０

００円）の合算額とする。 

⑴ 世帯主並びに当該年度の保険料賦課期日（賦

課期日後に保険料の納付義務が発生した場合

には、その発生した日とする。）現在において

その世帯に属する被保険者及び特定同一世帯

所属者（法第６条第８号に該当したことにより

被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資

格を喪失した日の前日以後継続して同一の世

⑴ 世帯主並びに当該年度の保険料賦課期日（賦

課期日後に保険料の納付義務が発生した場合

には、その発生した日とする。）現在において

その世帯に属する被保険者及び特定同一世帯

所属者（法第６条第８号に該当したことにより

被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資

格を喪失した日の前日以後継続して同一の世
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帯に属する者をいう。以下同じ。）につき、地

方税法第３１４条の２第１項に規定する総所

得金額（同法第３１７条の２第１項第２号に規

定する青色専従者給与額又は同法第３１３条

第５項に規定する事業専従者控除額について

は、同条第３項、第４項又は第５項の規定を適

用せず、所得税法（昭和４０年法律第３３号）

第５７条第１項、第３項又は第４項の規定の例

によらないものとし、地方税法第３１４条の２

第１項に規定する山林所得金額及び他の所得

と区分して計算される所得の金額（同法附則第

３３条の２第５項に規定する上場株式等に係

る配当所得等の金額（同法附則第３５条の２の

６第８項又は第１１項の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額）、同法附則第３３

条の３第５項に規定する土地等に係る事業所

得等の金額、同法附則第３４条第４項に規定す

る長期譲渡所得の金額、同法附則第３５条第５

項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第

３５条の２第５項に規定する一般株式等に係

る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の３第

１５項の規定の適用がある場合には、その適用

後の金額）、同法附則第３５条の２の２第５項

に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金

額（同法附則第３５条の２の６第１１項又は第

３５条の３第１３項若しくは第１５項の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額）、

同法附則第３５条の４第４項に規定する先物

取引に係る雑所得等の金額（同法附則第３５条

の４の２第７項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）、外国居住者等所得相互免

除法第８条第２項に規定する特例適用利子等

の額、同条第４項に規定する特例適用配当等の

額、租税条約等実施特例法第３条の２の２第１

０項に規定する条約適用利子等の額及び同条

第１２項に規定する条約適用配当等の額をい

う。以下この条において同じ。）の算定につい

ても同様とする。以下この条において同じ。）

及び山林所得金額並びに他の所得と区分して

帯に属する者をいう。以下同じ。）につき、地

方税法第３１４条の２第１項に規定する総所

得金額（同法第３１７条の２第１項第２号に規

定する青色専従者給与額又は同法第３１３条

第５項に規定する事業専従者控除額について

は、同条第３項、第４項又は第５項の規定を適

用せず、所得税法（昭和４０年法律第３３号）

第５７条第１項、第３項又は第４項の規定の例

によらないものとし、地方税法第３１４条の２

第１項に規定する山林所得金額及び他の所得

と区分して計算される所得の金額（同法附則第

３３条の２第５項に規定する上場株式等に係

る配当所得等の金額（同法附則第３５条の２の

６第１１項又は第１５項の規定の適用がある

場合には、その適用後の金額）、同法附則第３

３条の３第５項に規定する土地等に係る事業

所得等の金額、同法附則第３４条第４項に規定

する長期譲渡所得の金額、同法附則第３５条第

５項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則

第３５条の２第５項に規定する一般株式等に

係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の３

第１５項の規定の適用がある場合には、その適

用後の金額）、同法附則第３５条の２の２第５

項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の

金額（同法附則第３５条の２の６第１５項又は

第３５条の３第１３項若しくは第１５項の規

定の適用がある場合には、その適用後の金額）、

同法附則第３５条の４第４項に規定する先物

取引に係る雑所得等の金額（同法附則第３５条

の４の２第７項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）、外国居住者等所得相互免

除法第８条第２項に規定する特例適用利子等

の額、同条第４項に規定する特例適用配当等の

額、租税条約等実施特例法第３条の２の２第１

０項に規定する条約適用利子等の額及び同条

第１２項に規定する条約適用配当等の額をい

う。以下この条において同じ。）の算定につい

ても同様とする。以下この条において同じ。）

及び山林所得金額並びに他の所得と区分して
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計算される所得の金額の合算額が地方税法第

３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯

主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者

及び特定同一世帯所属者（次号及び第３号にお

いて「世帯主等」という。）のうち給与所得を

有する者（前年中に同条第１項に規定する総所

得金額に係る所得税法第２８条第１項に規定

する給与所得について同条第３項に規定する

給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項

に規定する給与等の収入金額が５５０，０００

円を超える者に限る。）をいう。以下この号に

おいて同じ。）の数及び公的年金等に係る所得

を有する者（前年中に地方税法第３１４条の２

第１項に規定する総所得金額に係る所得税法

第３５条第３項に規定する公的年金等に係る

所得について同条第４項に規定する公的年金

等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未満の

者にあつては当該公的年金等の収入金額が６

００，０００円を超える者に限り、年齢６５歳

以上の者にあつては当該公的年金等の収入金

額が１，１００，０００円を超える者に限る。）

をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の

合計数（以下この号、次号及び第３号において

「給与所得者等の数」という。）が２以上の場

合にあつては、地方税法第３１４条の２第２項

第１号に定める金額に当該給与所得者等の数

から１を減じた数に１００，０００円を乗じて

得た金額を加えた金額）を超えない世帯に係る

保険料の納付義務者 

計算される所得の金額の合算額が地方税法第

３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯

主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者

及び特定同一世帯所属者（次号及び第３号にお

いて「世帯主等」という。）のうち給与所得を

有する者（前年中に同条第１項に規定する総所

得金額に係る所得税法第２８条第１項に規定

する給与所得について同条第３項に規定する

給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項

に規定する給与等の収入金額が５５０，０００

円を超える者に限る。）をいう。以下この号に

おいて同じ。）の数及び公的年金等に係る所得

を有する者（前年中に地方税法第３１４条の２

第１項に規定する総所得金額に係る所得税法

第３５条第３項に規定する公的年金等に係る

所得について同条第４項に規定する公的年金

等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未満の

者にあつては当該公的年金等の収入金額が６

００，０００円を超える者に限り、年齢６５歳

以上の者にあつては当該公的年金等の収入金

額が１，１００，０００円を超える者に限る。）

をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の

合計数（以下この号、次号及び第３号において

「給与所得者等の数」という。）が２以上の場

合にあつては、地方税法第３１４条の２第２項

第１号に定める金額に当該給与所得者等の数

から１を減じた数に１００，０００円を乗じて

得た金額を加えた金額）を超えない世帯に係る

保険料の納付義務者 

ア～ウ （略） ア～ウ （略） 

⑵・⑶ （略） ⑵・⑶ （略） 

第１９条の３・第１９条の４ （略） 第１９条の３・第１９条の４ （略） 

（出産被保険者の保険料の減額）  

第１９条の５ 当該年度において、世帯に出産被保

険者（法施行令第２９条の７第５項第８号に規定

する出産被保険者をいう。以下同じ。）がある場

合における当該世帯の納付義務者に対して課す

る所得割額及び被保険者均等割額（第１９条の２
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に規定する金額を減額するものとした場合にあ

つては、その減額後の被保険者均等割額）は、当

該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号

に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める

額を減額して得た額（当該減額して得た額が、第

１５条の８、第１５条の１６及び第１６条の５に

定める額を超える場合には、当該額）とする。 

⑴ 基礎賦課額の所得割額 当該出産被保険者

に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度

分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて

得た額の１２分の１の額に、当該出産被保険者

の出産の予定日（省令第３２条の１０の２各号

で定める場合にあつては、出産の日。第２４条

の５第１項及び第２項において同じ。）の属す

る月（以下この号において「出産予定月」とい

う。）の前月（多胎妊娠の場合には、３月前）

から出産予定月の翌々月までの期間（以下この

項において「産前産後期間」という。）のうち

当該年度に属する月数を乗じて得た額 

 

⑵ 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 当該

年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額（第１

９条の２に規定する金額を減額するものとし

た場合にあつては、その減額後の被保険者均等

割額）に１２分の１を乗じて得た額に、当該出

産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に

属する月数を乗じて得た額 

 

⑶ 後期高齢者支援金等賦課額の所得割額 当

該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金

額等に当該年度分の後期高齢者支援金等賦課

額の所得割の保険料率を乗じて得た額の１２

分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期

間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た

額 

 

⑷ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者

均等割額 当該年度分の後期高齢者支援金等

賦課額の被保険者均等割額（第１９条の２に規

定する金額を減額するものとした場合にあつ

ては、その減額後の被保険者均等割額）に１２
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分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の

産前産後期間のうち当該年度に属する月数を

乗じて得た額 

⑸ 介護納付金賦課額の所得割額 当該出産被

保険者（介護納付金賦課被保険者である者に限

る。以下この号において同じ。）に係る基礎控

除後の総所得金額等に当該年度分の介護納付

金賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額

の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前

産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じ

て得た額 

 

⑹ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額

 当該年度分の介護納付金賦課額の被保険者

均等割額（第１９条の２に規定する金額を減額

するものとした場合にあつては、その減額後の

被保険者均等割額）に１２分の１を乗じて得た

額に、当該出産被保険者（介護納付金賦課被保

険者である者に限る。）の産前産後期間のうち

当該年度に属する月数を乗じて得た額 

 

２ 前項各号に定めるところにより算定した額を

決定する場合において、１円未満の端数があると

きは、これを切り上げるものとする。 

 

第２０条～第２４条の３ （略） 第２０条～第２４条の３ （略） 

（特例対象被保険者等に係る届出） （特例対象被保険者等に係る届出） 

第２４条の４ 特例対象被保険者等の属する世帯

の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を区

長に提出しなければならない。 

第２４条の４ 特例対象被保険者等の属する世帯

の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を区

長に提出しなければならない。 

⑴ 世帯主の氏名、住所及び個人番号 ⑴ 氏名、住所及び個人番号 

⑵～⑷ （略） ⑵～⑷ （略） 

２ （略） ２ （略） 

（出産被保険者に関する届出）  

第２４条の５ 出産被保険者の属する世帯の世帯

主は、次に掲げる事項を記載した届書を区長に提

出しなければならない。 

 

⑴ 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号  

⑵ 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個

人番号 
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⑶ 出産の予定日  

⑷ 単胎妊娠又は多胎妊娠の別  

２ 前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなけ

ればならない。 

 

⑴ 出産の予定日を明らかにすることができる

書類 

 

⑵ 多胎妊娠の場合にあつては、その旨を明らか

にすることができる書類 

 

⑶ 出産後に前項の規定による届出を行う場合

にあつては、出産した被保険者と当該出産に係

る子との身分関係を明らかにすることができ

る書類 

 

３ 第１項の規定による届出は、出産被保険者の出

産の予定日の６月前から行うことができる。 

 

４ 第１項の規定にかかわらず、区長が、出産被保

険者について同項各号に掲げる事項及び第２項

各号に掲げる書類において明らかにすべき事項

を確認することができるときは、第１項の規定に

よる届出を省略させることができる。 

 

第７章・第８章 （略） 第７章・第８章 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ 改正後の第１４条の３、第１５条の８、第１５

条の９、第１５条の１６、第１６条、第１９条、

第１９条の５及び第２４条の５の規定は、令和５

年度分の保険料のうち令和６年１月以後の期間

に係るもの及び令和６年度以後の年度分の保険

料について適用し、令和５年度分の保険料のうち

令和５年１２月以前の期間に係るもの及び令和

４年度以前の年度分の保険料については、なお従

前の例による。 

 

 



参考資料 

産前産後期間の国民健康保険料の免除の概要 

 

１ 制度の目的 

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険において、出産す

る被保険者に係る産前産後期間相当分（最大６か月間分）の保険料（均等割額、所得割額）

を免除する。 

 

２ 対象者 

出産する予定または出産した中野区国民健康保険の被保険者で、出産(予定)日が令和５

年１１月以降の方。 

出産とは、妊娠８５日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産

の場合も対象とする。 

 

３ 対象とする期間 

 （１）単胎の場合 

出産（予定）日の属する月の前月から、出産（予定）月の翌々月までの合計４か月間。 

（２）多胎の場合 

出産（予定）日の属する月の３か月前から、出産（予定）月の翌々月までの合計６か月間。 

 

※対象期間のイメージ 

 

 

 

 

４ 推定対象者数 

  年間で３００人程度 

 

５ 制度開始日 

令和６年１月１日 

 

６ 申請方法 

  区役所２階の保険医療課窓口での申請、もしくは郵送による申請により受付を行う。 

  ※本制度の適用には原則被保険者からの申請が必要だが、確実に子育て世帯の負担軽減

に繋げるため、未申請の場合においても、職権による適用を行う。 

 

７ 周知方法 

  区報やホームページ、子育て支援ハンドブック等による周知のほか、妊娠届提出時に渡

す「母と子の保健バック」と一緒にチラシを配布する。 

その他、子育て支援相談窓口や戸籍住民課やすこやか福祉センター等、区の関係部署で

のポスター掲示やチラシ配布に加え、より広く周知を行っていくため、区内の産婦人科、

産科、助産所に対しても、ポスター掲示やチラシ配布をお願いする。 


